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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 第23期 第24期 第25期 第26期 第27期

決算年月 平成18年３月平成19年３月平成20年３月平成21年３月平成22年３月

営業収益 (千円) 2,745,3063,065,6852,991,3042,611,2062,599,642

経常利益 (千円) 946,8521,187,9001,130,898872,013927,954

当期純利益 (千円) 578,982703,006672,189504,093532,159

持分法を適用した

場合の投資利益
(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 517,750517,750517,750517,750517,750

発行済株式総数 (株) 4,530 4,530 22,650 22,650 22,650

純資産額 (千円) 2,245,8952,712,2422,899,0142,545,1852,772,073

総資産額 (千円) 3,205,8613,552,2263,703,8793,195,7513,591,977

１株当たり純資産額 (円) 490,263.83598,729.07127,991.81120,311.28131,036.31

１株当たり配当額

(内１株当たり中間配当額)

(円)

 

55,000.00

(25,000.00)

70,000.00

(　30,000.00)

15,000.00

(　　7,500.00)

15,000.00

(　　7,500.00)

15,000.00

(　　7,500.00)

１株当たり当期純利益金額 (円) 122,291.98155,189.0729,677.2623,591.0425,155.24

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 70.1 76.4 78.3 79.6 77.2

自己資本利益率 (％) 27.8 28.4 24.0 18.5 20.0

株価収益率 (倍) 25.4 21.6 12.1 9.5 11.3

配当性向 (％) 45.0 45.1 50.5 63.6 59.6

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 663,809580,729671,891461,893663,343

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △304,316△172,814△50,060△25,964 14,760

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △235,560△271,800△351,075△847,302△327,002

現金及び現金同等物

の期末残高
(千円) 2,108,0492,244,1642,514,9202,103,5472,454,649

従業員数

(ほか、平均臨時

雇用者数)

(名)
41

(15)

41

(16)

45

(17)

45

(16)

46

(14)

(注) １　当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載してお
りません。

２　営業収益には消費税等は含まれておりません。
３　持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社がないので記載しておりません。
４　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、転換社債等潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
５　平成19年４月１日付で普通株式１株を普通株式５株に分割しております。
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２ 【沿革】

昭和58年６月　　伊藤忠商事株式会社が米国のセンチュリー21・リアルエステートコーポレーションとサブフランチャイズ

契約調印(契約期間25年間)。

昭和58年10月　　東京都港区赤坂に株式会社センチュリー21を設立(資本金250,000千円)、不動産仲介フランチャイズビジネ

スを開始。

昭和58年11月　　株式会社センチュリー21・ジャパンに商号変更並びに伊藤忠商事株式会社からサブフランチャイズ権を譲

り受ける。

昭和59年７月　　首都圏において、加盟店数12店舗にてグランドオープン。

昭和59年９月　　第１回増資150,000千円を実施し、資本金400,000千円とする。

昭和62年７月　　財団法人日本フランチャイズチェーン協会のサービス業に加入。

昭和63年５月　　センチュリー21・リアルエステートコーポレーションとのサブフランチャイズ契約の期間を“永久”に延

長する。

平成２年５月　　大阪市中央区久太郎町に大阪支店を開設。

平成６年10月　　東京都港区北青山(現本社所在地)に本社移転。

平成９年４月　　輸入住宅の導入を開始。

平成11年２月　　名古屋市中区錦に名古屋支店を開設。

平成11年３月　　従業員持株会に第三者割当増資を実施し、資本金403,000千円とする。

平成12年１月　　センチュリー21全国加盟店評議会(NBCC)発足。

平成12年10月　　賃貸版クラブセンチュリオンの業務を開始。

平成13年３月　　加盟契約店数が400店舗突破。

平成13年11月　　日本証券業協会に店頭登録。

平成15年２月　　スーパー賃貸の業務を開始。

平成15年10月　　売買版クラブセンチュリオンの業務を開始。

平成16年２月　　福岡市博多区博多駅前に九州支店を開設。

平成16年12月　　株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場。

平成17年３月　　加盟契約店数が600店舗突破。

平成17年９月　　従来センチュリー共済会が行ってきたスーパー賃貸業務を当社の賃貸物件向け総合サ－ビスに移管。

平成18年６月　　加盟契約店数が700店舗突破。

平成18年10月　　山形県に進出開始。

平成19年１月　　岡山県・広島県に進出開始。

平成20年１月　　加盟契約店数が800店舗突破。

平成20年４月　　一般労働者派遣事業、有料職業紹介事業を開始。

平成22年４月　　ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所との合併に伴い、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）に上場と

なっております。
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３ 【事業の内容】

当社の企業集団は、当社、伊藤忠商事㈱で構成されています。

伊藤忠商事㈱は多様な機能と世界80カ国以上におよぶ広範なネットワークをもち、トレーディングをはじめと

し金融関連事業、事業投資など幅広いビジネス活動を展開しています。

当社は、不動産仲介業のフランチャイズ システム(センチュリー21)を日本において展開しているフランチャイ

ザー(チェーン主)であります。事業内容は、米国デラウェア州法人センチュリー21・リアルエステートＬＬＣ(国

際本部)が開発した「センチュリー21マーク等」及び「センチュリー21システム」をフランチャイジー(加盟店)

に提供することであり、その対価として、加盟金、更新料、サービスフィーを受け取っております。具体的には、フラ

ンチャイザーとして、店舗ネットワークの拡充(下記①)と業務支援サービス(下記②～⑥)を行っております。

①フランチャイズ加盟店の募集

②フランチャイズ加盟店の経営者、管理者並びに営業マンに対する教育・研修

③各種情報システムの提供

④テレビコマーシャル等の共同広告の実施

⑤加盟店及び加盟店の顧客に対する金融・保険サービスの斡旋

⑥加盟店をバックアップするための各種サービス業務の実施

(１)　事業の系統図
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(２)　広告基金は当社と全加盟店の共同拠出によるフランチャイズ契約上の基金であります。

同基金に対する拠出金は当社が加盟店から受領するサービスフィー収入の10％相当額(当該拠出金は

当社の損益計算書上、発生主義に基づき営業原価に計上しております。)、加盟店が月額10万円(加盟時

に一時金30万円、４か月目から毎月10万円)であり、平成22年３月期の総額は現金ベースで1,073百万

円(当社247百万円、加盟店825百万円)となっております。同基金は“センチュリー21”の一般的知名

度向上を目的に全加盟店の共同の利益のためにのみ実施される広告・広報活動等に使用され、繰越金

(余剰金)が発生しないよう当年度中に費消する方針で運営されております。なお、当社は善管注意義

務のある管理者として、拠出金を徴収し、広告・広報活動等だけに同基金を使用する義務を負ってお

り、その使用明細を示した現金収支計算書を国際本部及び全加盟店向けに毎期報告しております。
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４ 【関係会社の状況】
 

名称 住所
資本金又は
出資金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有(被所有)割合

関係内容
所有割合
(％)

被所有割合
(％)

(親会社)       

伊藤忠商事株式会社　(注) 東京都港区 202,241総合商社 ― 49.7
不動産・建設業界に関する
情報の当社への提供と助言
役員の兼任　３名

(注)１　有価証券報告書を提出しております。

　　　２　伊藤忠商事株式会社は、平成22年６月17日開催の株主総会の日をもって親会社に該当しないこととなりました。

 

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

（平成22年３月31日現在）

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

46
(14)

43.8 8.3 6,150,847

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　括弧内の数字は臨時従業員数であり年間の平均人員を外数で記載しております。

３　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 

(2) 労働組合の状況

当社では、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、一昨年秋以降の世界的な金融危機、経済の悪化から輸出や生産の

一部持ち直しの動きや景気の底打ち感の兆しが見られるものの、依然として雇用調整・デフレ状態は継

続し、個人収入も伸び悩み、回復の足取りは脆弱であり、先行きは不透明な状況にあります。

当社の事業領域であります不動産業界におきましても、需要・供給の落ち込みにより、2009年度は、新

設住宅着工戸数80万戸割れ、新築マンション供給戸数８万戸割れなどのかつてないほどの低迷に苦し

み、多くの不動産業者の破綻、事業の縮小がありました。しかしながら、2009年度後半においては、地価の

下落幅が縮小、下げ止まりの兆しにより、モデルルームへの来場者数の増加、販売価格の調整も進み、新

築マンションや建売住宅などの売れ行きに回復基調が見られるようになりました。

その中で、当社はＩＴ分野において新機能の開発によりインターネット反響数が前年比200％を超え

ました。また、加盟店経営者・営業員に対する表彰制度、各種のきめ細かい教育・研修プログラムの実

施、加盟店間での相互研鑽、成功事例・情報の共有化、人材派遣・紹介の実施、新店舗看板への切り替え、

全店舗へのミステリーショッパーによる調査・評価等を行い、ブランド価値向上に努めた結果、第27期

（平成21年度）において、サービスフィー収入2,385百万円、加盟金収入155百万円、営業収益合計2,599

百万円、経常利益927百万円、当期純利益532百万円となりました。又、平成22年３月末時点の加盟店数は

763店舗（内訳：首都圏424店、関西圏240店、中部圏51店、九州圏48店）となりました。

前事業年度と比較しますとサービスフィー収入が4百万円（前期比0.2％減）の減少、営業収益合計

は11百万円（同0.4％減）の減少、営業利益は62百万円（同7.8％増）の増加、経常利益は55百万円（同

6.4％増）の増加、当期純利益は28百万円（同5.6％増）の増加となりました。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ351百万円

増加(16.7％増)し、当事業年度末には2,454百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、663百万円（前事業年度は461百万円の収入）と

なりました。これは主として税引前当期純利益930百万円の計上及び法人税等の支払額319百万円による

ものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における投資活動の結果得られた資金は、14百万円（前事業年度は25百万円の　使用）と

なりました。これは主として投資有価証券の売却による収入及び差入保証金の回収による収入によるも

のです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における財務活動の結果使用した資金は、327百万円（前事業年度は847百万円の使用）と

なりました。これは、配当金の支出とリース債務の返済による支出によるものであります。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）における加盟店数の地域別及び

営業収益の収入別・地域別内訳を示すと、次の通りであります。　　　　　　　　（単位：店）

地域別 新規加盟店数 退店(解約)数 期末加盟店数 前年同期比(％)

首都圏 ３５ ３７ ４２４ 　９９．５

関西圏 １２ ２８ ２４０ 　９３．８

中部圏 　５ 　５ 　５１ １００．０

九州圏 　５ 　１ 　４８ 　９４．１

合　計 ５７ ７１ ７６３ 　　　９８．２

 

 

(単位：千円)
　
地
域
別

サービス
フィー

前年同期比 加盟金 前年同期比 手数料 前年同期比 営業収益合計 前年同期比

首
都
圏
1,661,304   101.1% 106,475  142.8% 42,122    70.2% 1,809,901  101.8%

関
西
圏
  545,275    98.2%  30,270 54.1% 13,189   76.1%  588,735   93.7%

中
部
圏
  124,105    90.7%  11,300   1130.0%  1,26334.6%  136,669   96.6%

九
州
圏

 
  55,019

    99.5%   7,800   150.7%  1,516    44.4%   64,335  100.7%

合
計
 2,385,704    99.8%155,845 114.0%

  

58,091
68.8% 2,599,642  99.6%

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2. 上記サービスフィー収入に対する全加盟店の平成22年３月期地区別総取扱高、総取扱件数および総受取
　　手数料は、以下の通りであります。
 

(単位：千円／件)

 
首都圏 関西圏 中部圏 九州圏 合計

総取扱高 408,012,448127,035,31336,318,916    11,393,775582,760,454

総取扱件数 217,651 50,815 9,122        10,264 287,852

総受取手数料 27,205,9328,720,476 1,993,900　　　 856,773 38,777,083
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３ 【対処すべき課題】

　    当社が今後中長期的戦略を実行して行く為に対処すべき課題としては、下記の事項を考えております。

　　①　新規地域進出を含め、更なる加盟店ネットワーク規模の拡大（加盟店の積極的募集活動）。

　　②　加盟店の業務支援サービス（特に教育・研修）の拡充と向上。

　　③　お客様の利便性を追求して物件情報開示システム等のIT化の更なる促進。

　　④　各種広告、広報活動を通じたセンチュリー21ブランドイメージの更なる向上とブランドイメージに見

合ったお客様の現場での利用意向度向上。

 

４ 【事業等のリスク】

当社の経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものが

あります。

　なお、文中における将来の事項は、有価証券報告書提出日（平成22年６月17日）現在において当社が判

断したものであります。

 

（1）業績の変動要因

当社は収益の源泉である営業収益のほぼ全てを加盟店から受け取る歩合制のサービスフィー収入

と新規加盟時の加盟金並びに５年毎の契約更新時の更新料を含む加盟金に依存しております。従い

まして、当社の営業収益は直接的には加盟店数と１店当たりサービスフィー収入に左右されること

になります。しかしながら、１店当たりサービスフィー収入につきましては中古住宅流通市場を中心

とした不動産市況、地価動向、金利水準、住宅税制、大手不動産仲介業者との競争など外部環境の影響

を受ける可能性があります。

 

（2）フランチャイズ展開

現在、首都圏、関西圏、中部圏及び九州圏を中心にセンチュリー21フランチャイズシステムを運営

しております。基本方針としては、経営者の事業意欲及び適格性、周辺地域の市場性などを十分に審

査し、加盟を認める厳選主義を採っております。しかし、今後は業績が低水準に止まっている既存加

盟店については新規加盟店と入れ替える政策も促進していく考えであります。上記の地域内におい

ても、また、これら以外の地域においても、センチュリー21フランチャイズシステムの展開運営余地

は、未だ多くあるものと考えておりますが、首都圏の一部地域など既存加盟店との距離制限（400

メートルルール）に制約されたり、新規加盟にあたって近接する既存加盟店との調整が必要な場合

もあり、店舗展開が必ずしも当社の計画どおりに進まない可能性があります。
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（3）加盟店が受ける法規制

不動産取引については、「宅地建物取引業法」、「国土利用計画法」、「都市計画法」、「建築基準

法」などの規制があります。当社の加盟店は不動産仲介業者としてそれらの規制を受けており、「宅

地建物取引業法」に基づく免許を取得して不動産の売買または賃貸の仲介、受託販売等の業務を

行っております。

　　　当社では新規加盟にあたって宅地建物取引業法の違反履歴や経営者の風評を含めた適格性を審査し

ているほか、当社内に「お客様相談室」を設置して、顧客クレームに直接対応するなど加盟店の法令

遵守及び是正指導に十分留意しております。しかし、一部の加盟店における法令違反や顧客クレーム

等がセンチュリー21グループ全体の信用やイメージを損なうような事態に発展した場合、当社の経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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５ 【経営上の重要な契約等】

(1) サブフランチャイズ契約

 

相手方の名称 国名 契約内容 契約期間

センチュリー21・リア

ルエステートＬＬＣ

 

米国

センチュリー21の名称を含む商標サービスマーク(以下これらを総

称して「センチュリー21マーク等」という。)及び国際本部が開発

した不動産市場において、より効果的に競争出来るように考案され

た戦略、手順及び手法を含む、独立経営の不動産業店舗の販売促進

並びに助力となるようなシステム(以下「センチュリー21システ

ム」という。)の再使用許諾権。

 

・テリトリー

サブフランチャイザーにライセンスされる独占的地域は、日本国と

する。

・サービス料金

サブフランチャイザーが201以上1,000以下のフランチャイジーを

有している期間中、サブフランチャイザーの総収入の10％。

永久

(注)　国際本部とは センチュリー21・リアルエステートＬＬＣのことであり、日本本部あるいはサブフランチャイザーは当社

のことであります。

 

(2) センチュリー21フランチャイズ契約

 

契約の当事者 契約内容 契約期間

当社

(日本本部)

及び

加盟店

・フランチャイズの許諾

　「日本本部」は「加盟店」に対し、「センチュリー21マーク等」又は「センチュ

リー21システム」の非独占的使用権を許諾し、「加盟店」はこれを受託する。

・更新契約、更新料

　本契約有効期間満了の180日前から90日迄に契約更新をしたい旨の通知を書面にて

「日本本部」に送付すること。

　更に５年間の本契約更新を決定した場合には、更新時点における新規加盟金の10％

相当額を更新料として「日本本部」に現金にて支払わなければならない。

・加盟金

　本契約の締結と同時に、「加盟店」は加盟金として下記金額を「日本本部」が指定

する銀行口座に現金にて支払う。

　　首都圏　　300万円　　関西圏　　250万円　　中部圏　　200万円

　　九州圏　　150万円（税抜き）

　　(但し、支店契約に関しては上記加盟金の２分の１相当額)

・サービスフィー

　本契約有効期間中に加盟店が以下の取引により受領する総売上高(不動産仲介手数

料等)の６％相当額または、加盟店が自ら売主となり販売したマンション・戸建住宅

等の売買代金の0.36％相当額を「日本本部」が指定する銀行口座に当月月末締めで

当月分から最低保証額を調整した金額を翌月４日までに、現金にて支払う。

　　①　宅地建物取引業免許が必要な全ての取引

　　②　建築請負、企画、設計の取引

　　③　宅地以外の土地、建築物及び工作物の売買、賃貸借、交換又は贈与等全ての処分

を含む全ての取引

　　④　「センチュリー21マーク等」又は「センチュリー21システム」を使用する全て

の取引

・広告基金分担金　　　　月額　10万円(税抜き)

　公共的広告宣伝・市場調査の費用

５年
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６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。

 

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成22年６月17日）現在において当社が判

断したものであります。

 

（1）今期の経営成績

営業収益は、サービスフィー収入が2,385百万円で前年同期比0.2％の減少となりました。また、加

盟金収入は、当期中に57店舗の加盟があり155百万円の同14.0％増、その他手数料は58百万円で同

31.2％減となり全体では2,599百万円となり同0.4％の減少となりました。一方、販売費及び一般管理

費は1,186百万円となり同4.0％減となりました。その結果、営業利益は865百万円で同7.8％増、経常

利益は927百万円で同6.4％増、当期純利益は532百万円で同5.6％増となりました。

 

（2）今期の財政状態

　　 　当事業年度末における流動資産の残高は2,869百万円で、前事業年度末に比べ364百万円増加しており

ます。現金及び現金同等物の351百万円の増加が主な要因であります。

　　　当事業年度末における固定資産の残高は722百万円で、前事業年度末に比べ31百万円増加しておりま

す。有形固定資産及び無形固定資産の増加が主な要因であります。

当事業年度末における流動負債の残高は520百万円で、前事業年度末に比べ112百万円増加してお

ります。未払法人税等の増加が主な要因であります。

当事業年度末における固定負債の残高は299百万円で、前事業年度末に比べ56百万円増加しており

ます。リース債務の増加が主な要因であります。

当事業年度末における純資産の残高は2,772百万円で、前事業年度末に比べ226百万円増加してお

ります。繰越利益剰余金の増加が主な要因であります。

 

（3）流動性及び資金の源泉

営業活動によるキャッシュ・フローでは、663百万円（前事業年度は461百万円の収入）の収入と

なりました。これは主として税引前当期純利益930百万円の計上及び法人税等の支払額319百万円に

よるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローでは、14百万円（前事業年度は25百万円の使用）の収入とな

りました。これは主として投資有価証券の売却による収入及び差入保証金の回収による収入による

ものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローでは、327百万円（前事業年度は847百万円の使用）の使用と

なりました。これは、配当金の支出とリース債務の返済による支出によるものであります。

 

 

 

 

 

 

 

（4）今後の方針

当社の事業は「センチュリー21ネットワーク規模の拡大（加盟店募集業務）」と「加盟店業績向

上の為の業務支援サービス（教育・研修など）」に大別され、これらの事業を両輪として業務拡大
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に努めて行く所存であります。具体的には、加盟店ネットワークを1,000店舗体制、加盟店営業員一人

当たり年間売上高を15百万円にすることを目指しております。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当事業年度につきましては、総額77,210千円の設備投資を行いました。

その主なものとしては、有形固定資産については音響機器、プロジェクター及び複合機の購入があり、無

形固定資産については基幹システムの構築費用、リース資産については有形についてはサーバー関係、無

形については基幹システムの構築費用があります。

 

２ 【主要な設備の状況】

（平成22年３月31日現在）

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額（千円）

建物附属
設備

車両
運搬具

工具、器具
及び備品

リース資産
有形固定
資産合計

ソフト
ウエア

リース資産
電話
加入権

本社
(東京都港区)

(注)１

会社統括業務及
び
営業活動業務

18,1461,19211,07020,98851,39827,59638,4321,893

大阪支店
(大阪市中央区)

営業活動業務 4,260 - 900 - 5,160 - - 72

名古屋支店
(名古屋市中区)

営業活動業務 3,346 813 498 - 4,658 - - -

九州支店
(福岡市博多区)

営業活動業務 7,746 518 2,244 - 10,509 - - -

合計 33,5002,52414,71420,98871,72727,59638,4321,966

 

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額（千円） 従業
員数
(名)無形固定

資産合計
固定資産
合計

本社
(東京都港区)

(注)１

会社統括業務及び
営業活動業務

67,923119,321 32

大阪支店
(大阪市中央区)

営業活動業務 72 5,232 7

名古屋支店
(名古屋市中区)

営業活動業務 - 4,658 3

九州支店
(福岡市博多区)

営業活動業務 - 10,509 4

合計 67,995139,722 46

(注) １　ソフトウエアにつきましては事業所別に区分が不可能なため、本社に一括して計上しております。

２　賃借している事務所の概要は以下の通りであります。

 

事業所名 賃借先 専有面積

本社 吉川合名会社 804.37㎡

大阪支店 株式会社ＴＡＫリアルティ 228.64㎡

名古屋支店 伊藤忠商事株式会社 160.23㎡

九州支店 星光ビル管理株式会社 107.23㎡

３　上記の他、主要な賃借及びリース設備として以下のものがあります。

 

名称 数量 リース期間 年間リース料 リース契約残高

サーバー(注) 一式 ５年 765千円 808千円
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ＯＳソフト(注) 一式 ５年 4,558千円 4,842千円

(注)　所有権移転外ファイナンス・リース取引

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

今後につきましても自己資金によりＩＴ関連投資を継続して行い、ハードウェアとソフトウ

エアの購入(一部はリース)に毎年約100百万円のＩＴ関連投資(維持費用含む)を計画しております。

 

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 50,000

計 50,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成22年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年６月17日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 22,650 22,650
ジャスダック
証券取引所

単元株制度を採用しておりません。

計 22,650 22,650 ― ―

（注）ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、平成22年４月１日付で大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）に

上場となっております。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

平成22年２月１日以後の開始事業年度に係る有価証券報告書から適用されるため、記載事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

 
平成19年４月１日

 
18,120 22,650 - 517,750 - 168,570

(注)　平成19年４月１日付で普通株式１株を普通株式５株に分割しております。

 

(6) 【所有者別状況】

（平成22年３月31日現在）

区分

株式の状況

単元未満株
式の状況政府及び

地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

- 10 6 96 - 1 604 717 ―

所有株式数
(株)

- 3,127 104 12,725 - 3 6,69122,650 ―

所有株式数
の割合(％)

- 13.79 0.46 56.20 - 0.01 29.54100.00 ―

（注）自己株式1,495株は、「個人その他」に含まれております。
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(7) 【大株主の状況】

（平成22年３月31日現在）

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山２－５－１ 10,520 46.45

株式会社センチュリー21・ジャパン 東京都港区北青山２－１２－１６ 1,495 6.60

日本土地建物株式会社 東京都千代田区霞ヶ関１－４－１ 1,400 6.18

住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４－５－３３ 1,000 4.42

岡本征三 神奈川県横浜市港北区 695 3.07

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１－６－６ 600 2.65

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１－２－１ 400 1.77

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１－２６－１ 400 1.77

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１－８－１１ 398 1.76

田辺幸子 東京都大田区 268 1.18

計  17,176 75.83

(注)　 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

　　　　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）　398株
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(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

（平成22年３月31日現在）

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式  1,495

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 21,155 21,155 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 22,650 ― ―

総株主の議決権 ―        21,155 ―

 

② 【自己株式等】

（平成22年３月31日現在）

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社センチュリー21・

ジャパン(自己保有株式)
東京都港区北青山2-12-161,495 ― 1,495 6.60

計 ― 1,495 ― 1,495 6.60

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　普通株式

 

　　(1) 【株主総会決議による取得の状況】

　　 　　該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　 該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株） 処分価額の総額

（円）

株式数（株） 処分価額の総額

（円）

引き受ける者の募集

を行った取得自己株

式

― ― ― ―

消却の処分を行った

取得自己株式
― ― ― ―

合併、株式交換、会社

分割に係る移転を

行った取得自己株式

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 1,495 ― 1,495 ―

 

３ 【配当政策】

(1) 利益配当の基本方針

当社の業務の特性と致しまして有力な資産は人的資源とブランドエクイティーです。設備や事

業に対しての大きな投資はありません。完全な Low Risk and Middle Return のビジネスモデル

になっております。

当社の株主の皆様に対する利益配分につきましては、安定的な配当を継続して実施することを

経営の重要目標の一つとして位置付けております。

　当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としており、配当の決

定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

　なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款において定めております。

 

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり　配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年10月23日

取締役会
普通株式 158,662 7,500平成21年９月30日平成21年12月１日

平成22年６月17日

定時株主総会
普通株式 158,662 7,500平成22年３月31日平成22年６月18日
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(2) 当事業年度の配当決定

このような方針に基づき、当期は１株当たりの中間配当金を7,500円とし、１株当たりの年間配

当金を15,000円といたしました。この結果、当期の配当性向は、59.6％となりました。

  なお、当期の中間配当についての取締役会決議は平成21年10月23日に行っております。

 

(3) 内部留保資金の使途

内部留保資金につきましては、経営体質の充実並びに将来の事業の拡大に役立ててまいる所存

であります。

 

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次 第23期 第24期 第25期 第26期 第27期

決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

最高(円) 3,540,0003,720,000 660,000 380,000 305,000

最低(円) 1,550,0002,650,000 338,000 158,000 201,000

(注) １　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

２　ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、平成22年４月１日付で大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市

場）に上場となっております。

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

 

月別 平成21年10月 11月 12月 平成22年１月 ２月 ３月

最高(円) 289,000 275,400 260,000 289,000 289,500 305,000

最低(円) 270,000 240,000 250,000 256,000 275,000 282,000

(注) １　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

２　ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、平成22年４月１日付で大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市

場）に上場となっております。
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５ 【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

取締役社長 代表取締役 三津川　一　成 昭和23年７月26日生

昭和46年４月

昭和51年４月

昭和59年４月

平成５年６月

平成８年６月

平成10年12月

平成12年６月

平成16年６月

伊藤忠商事株式会社入社

伊藤忠不動産株式会社出向

当社　出向

当社　取締役

当社　常務取締役

当社　転籍

当社　専務取締役東京営業本部長

当社　代表取締役社長(現任)

 
 
 
 
注3
 
 
 
 

35

専務取締役
東京営業本部
長兼サポート
本部長

近　藤　泰　之 昭和23年４月27日生

昭和46年４月

平成９年10月

平成10年11月

平成11年６月

平成11年10月

平成12年１月

平成14年６月

平成17年１月

 

平成19年６月

伊藤忠商事株式会社入社

同社　神戸支店長

当社　出向

当社　取締役

当社　転籍

当社　取締役大阪支店長

当社　常務取締役大阪支店長

当社　常務取締役東京本店長兼九州支

店長兼広告企画部長

当社　専務取締役東京営業本部長兼サ

ポート本部長(現任)

 
注3
 

24

常務取締役
経営企画部長
兼広報部長

井　上　隆　司 昭和24年10月12日生

昭和48年１月

昭和59年12月

平成５年５月

平成８年６月

平成17年１月

 

平成18年７月

 

平成20年７月

株式会社住宅新報社入社

当社　入社

当社　業務監査室長

当社　取締役

当社　取締役大阪支店長兼フランチャ

イズ開発本部長

当社　常務取締役西日本営業本部長兼

フランチャイズ開発本部長

当社　常務取締役経営企画部長兼広報

部長(現任)

注3 24

取締役

西日本営業本
部長兼
大阪支店長

 

辻　　　正　雄 昭和24年３月15日生

昭和47年４月

平成３年10月

平成９年９月

平成11年10月

平成14年４月

平成16年２月

 

平成16年６月

平成18年６月

平成20年７月

 

伊藤忠商事株式会社入社

同社　海外建設部海外建設第4課長

当社　出向

当社　転籍

当社　経営戦略室長兼広告企画部長

当社　九州支店長兼経営戦略室長兼広

告企画部長

当社　取締役

当社　取締役大阪支店長

当社　取締役西日本営業本部長兼大阪

支店長(現任)

注3 15

取締役

フランチャイ
ズ開発本部長
兼東京マー
ケッティング
部長
 

守　屋　光　裕 昭和33年５月１日生

昭和58年４月

昭和60年５月

 

平成４年１月

平成11年１月

 

平成18年６月

平成18年７月

 

 

平成20年７月

株式会社ダイア建設入社

株式会社プロンドエム設立取締役就

任

当社　入社

当社　東京本社マーケッティング部長

当社　取締役

当社　取締役東京営業本部長代行兼東

京本社マーケッティング部長

当社　取締役フランチャイズ開発本部

長兼東京マーケッティング部

長(現任)

注3 28

取締役

 
総務
経理部長
 

二反田　利　明 昭和24年８月24日生

昭和47年４月

平成14年12月

平成18年12月

 

平成19年４月

平成19年11月

 

 

平成21年６月

平成21年６月

伊藤忠商事株式会社入社

台湾伊藤忠会社出向(台北駐在)

株式会社アイ・シー・エス出向　取

締役

同社　取締役兼ITR株式会社出向

伊藤忠商事株式会社　金融・不動産・

保険・物流カンパニー　チーフフィ

ナンシャルオフィサー付

同社　退社

当社　取締役総務経理部長(現任)

注3 ―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(株)

取締役
ＦＣシステム
開発部長

赤　羽　秀　幸 昭和30年10月22日生

昭和55年４月

 

昭和63年４月

平成３年10月

平成12年９月

平成17年１月

平成18年７月

平成20年７月

平成22年６月

日本エヌ・シー・アール株式会社入

社

東急リゾート株式会社入社

当社　入社

当社　情報化推進室長

当社　ＦＣシステム開発部長

当社　広告・ＩＴ企画部長

当社　ＦＣシステム開発部長

当社　取締役ＦＣシステム開発部長

(現任)

注3 ―

取締役  木　造　信　之 昭和28年４月24日生

昭和51年４月

昭和58年10月

平成20年４月

 

 

平成20年６月

平成21年４月

 

伊藤忠商事株式会社入社

伊藤忠ハウジング株式会社出向

伊藤忠商事株式会社金融・不動産・

保険・物流カンパニー建設・不動産

部門長

当社　取締役(現任)

伊藤忠商事株式会社執行役員金融・

不動産・保険・物流カンパニー建設

・不動産部門長(現任)

注3 ―

取締役  佐　藤　浩　通 昭和22年７月８日生

昭和46年４月

平成５年２月

平成８年４月

平成９年５月

平成11年６月

平成12年６月

 

平成19年６月

平成21年５月

 

 

平成22年６月

日本勧業銀行入行

第一勧業銀行　調布支店長

同行　管財部長

同行　営業第四部長

同行　取締役営業第一部長

株式会社クレディセゾン　常務取締役

同社　常勤監査役

日本土地建物株式会社執行役員　　兼　

日本土地建物販売株式会社執行役員

副社長（現任）

当社　取締役(現任)

注3 ―

取締役  藤　沢　卓　己 昭和42年４月18日生

平成２年４月

平成５年10月

平成８年10月

 

平成９年６月

 

平成12年６月

平成16年10月

平成20年７月

平成21年10月

 

平成22年６月

住友信託銀行株式会社入社

同行　本店営業第三部

同行　新宿支店法人営業室法人営業第

一課長代理

同行　新宿中央支店法人営業第二課調

査役

同行　東京営業第一部調査役

同行　本店営業第二部第一チーム長

同社　東京営業第二部第三チーム長

同行　東京営業第二部次長　兼　第三課

長（現任）

当社　取締役(現任)

注3 ―

監査役 常勤 藤　島　久　則 昭和25年８月22日生

昭和48年４月

昭和52年10月

平成３年６月

 

平成９年４月

平成11年８月

平成14年６月

平成15年７月

平成17年５月

平成21年５月

平成22年６月

安宅産業株式会社入社

伊藤忠商事株式会社

ITOCHU FINANCE(EUROPE)PLC(ロンド

ン駐在)

伊藤忠商事株式会社　証券部長

日本オンライン証券株式会社　

伊藤忠ファイナンス株式会社

同社　取締役プロジェクト開発部長

同社　代表取締役

同社　相談役

当社　監査役(現任)

注4 ―

監査役  荒　川　　　勉 昭和31年９月20日生

昭和54年４月

昭和61年５月

 

平成18年６月

平成19年５月

 

伊藤忠商事株式会社入社

C.Itoh Finance(Europe)PLC.(ロンド

ン駐在)

当社　監査役(現任)

伊藤忠商事株式会社金融・不動産・

保険・物流事業統括部長(現任)

注4 ―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

監査役  栗　原　　均 昭和39年２月27日生

昭和61年４月

 

平成元年３月

平成３年７月

平成17年８月

平成17年９月

平成19年２月

 

平成19年10月

 

平成22年６月

港監査法人（現あずさ監査法人）入

所

公認会計士登録

ＫＰＭＧシアトル事務所駐在

あずさ監査法人退職

栗原公認会計士事務所開業

ジャパン・ビジネス・アシュアラン

ス株式会社入社

株式会社ＪＢＡホールディングス取

締役（現任）

当社　監査役(現任)

注4 ―

計 126

(注)　1.取締役木造信之氏、佐藤浩通氏、藤沢卓己氏は、社外取締役であります。

　　　　2.監査役藤島久則氏、荒川勉氏、栗原均氏は、社外監査役であります。

　　　　3.取締役の任期は、平成22年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年３月期に係る定時株主総会

終結の時までであります。

　　　　4.監査役の任期は、次のとおりであります。

藤島久則氏　平成22年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成24年３月期に係る定時株主総会の

終結の時まで。

荒川　勉氏　平成21年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成25年３月期に係る定時株主総会の

終結の時まで。

栗原　均氏　平成22年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成26年３月期に係る定時株主総会の

終結の時まで。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

　　 ①　コーポレート・ガバナンス体制の概要・当該体制を採用する具体的な理由

イ　コーポレート・ガバナンス体制の概要

当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役１名、非常勤監査役２名の合計３名体制で構成さ

れており経営に関する監視機能を強化しております。取締役会は、取締役10名（代表取締役１名含

む。）で構成されており、重要案件が生じた時には臨時取締役会を都度開催し、迅速な経営判断が

行える体制を整えております。尚、定款において、取締役の員数は10名以内と定めており、また取締

役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うこと及び選任決議は、累積投票によらない

こととしております。
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ロ　当該体制を採用する具体的な理由

　　当社は株主重視を基本とし、経営環境の変化に迅速に対応するために正確な経営情報の把握と、機

動的な意思決定を目指し、また同時に経営管理機能の充実も重要であると考えております。その実

現のために、ステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、現在の株主総会、取締役会、監査役

会、会計監査人など、法律上の機能制度を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナ

ンスを充実させていきたいと考えており、当該体制を採用しております。

ハ　内部統制システムの整備の状況

取締役会において経営に関する基本方針や重要な業務執行の決定を行うとともに監査役が各取

締役の業務執行状況を監督しております。監査役は、適切な提言・助言を行いつつ内部牽制機能を

確保するよう心掛けております。

　　　　また、コンプライアンス委員会（委員長：三津川社長）を設置し、特に個人情報保護法に対応すべく

諸施策を実施しております。

ニ　リスク管理体制の整備の状況

　　　　当社は、重要な法的課題及び経営判断に関するリスクについては、必要に応じて外部の顧問弁護士に

相談し、関係部門で検討を行っております。また、重要案件については取締役会で決定し、状況の確

認を行なっております。

 

②　内部監査役・監査役監査の組織・人員・手続

　　　　当社は、監査役制度を採用しており、取締役会などの重要な会議に出席し意見を述べ、取締役の業務

執行状況の監督を行い、経営監視体制を整備しております。また、内部監査体制として監査部（１

名）を設置し、当社の業務監査を行い、問題点の指摘、改善策の提案などを実施しております。監査

役は、会計監査人と監査業務に関し適宜情報交換を行い、また監査部とも内部監査に関し適宜情報

交換を行い、それぞれ緊密な連携を図っております。

 

③　社外取締役・社外監査役について

当社の社外取締役は３名であります。また、社外監査役は３名であります。

　　　　　イ　当社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

該当事項はありません。

ロ　社外取締役及び社外監査役の当社の企業統治において果たす機能及び役割

株主利益の最大化のために経営者が誤った意思決定をしないように、取締役会の監督機能を

強化しております。また、監督機能の強化により企業としての持続的な発展を確保することが最

大の役割と考えます。

ハ　社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方

　　　　　　取締役会や監査役会の監督機能強化を目的として、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の

利害関係のない独立した有識者や専門的な知識・経験等を持つ者を選任し、当社の経営に役立て

ることを基本的な考え方としております。

 

 

ニ　社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互

連携並びに内部統制部門との関係

　　　　　社外取締役及び社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、常勤監査役と適宜必要な情報交

換を図っております。また、会計監査人及び監査部とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っ
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ております。

 

④　役員の報酬等

　　　　イ　提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数　

役員区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる役員

の員数（名）基本報酬
ストックオ

プション
賞与 退職慰労金

取締役

（社外取締役を除く。)
85,353 79,883 - - 5,470 7

監査役

（社外監査役を除く。)
- - - - - 0

社外役員 11,347 11,347 - - - 1

　　　　ロ　提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

　　　　　　報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

　　　　ハ　使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

　　　　　　該当事項はありません。

　　　　ニ　役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社業績を基本に、グループ他社の状況も勘案し、報酬等の額を決定する方針であります。ま

た、その決定方法は、代表取締役により決定されます。

 

⑤　株式の保有状況

　イ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

　　　　　　該当事項はありません。

　　　　ロ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表計上額が

資本金額の100分の１を超える銘柄

該当事項はありません。

ハ　保有目的が純投資目的である投資株式

 前事業年度

（千円）

当事業年度

（千円）

 貸借対照表計

上額の合計額

貸借対照表計

上額の合計額

受取配当金の

合計額

売却損益の合

計額

評価損益の合

計額

非上場株式       9,117         117           -       2,096          -

非上場株式以外の株式     292,500    312,930     23,045          -   △128,958

 

 

 

⑥　会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数、所属する監査法人名並び

に監査業務に係る補助者の構成については、以下のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名 所属監査法人 継続監査年数

小　尾　　淳　一 あずさ監査法人 ２年

吉　田　　　　太 あずさ監査法人 ３年
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監査業務に係る補助者の構成 人数

公　認　会　計　士 ２名

そ　　　の　　　他 11名

　　　　　 （注）その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者であります。

 

⑦　取締役の定数

　　　　当社は、取締役の定数を10名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑧　取締役選任の決議要件

　　　　　当社は、取締役の選任決議について、株主総会において決議権を行使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任する旨及び選任決議

は、累積投票によらないことを定款で定めております。

 

⑨　剰余金の配当等の決定機関

　　　　　当社は、剰余金の配当等を機動的に実施するため、毎年９月30日を基準日として、取締役会の決議に

よって会社法第454条第５項に定める剰余金の配当（中間配当）をすることができる旨を定款に

定めております。

 

⑩　自己株式取得の決定機関

　　　　　当社は、機動的な資本政策を遂行すめため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議に

よって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款で定めております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

16,000 ― 18,000 ―

 

EDINET提出書類

株式会社センチュリー２１・ジャパン(E05238)

有価証券報告書

28/70



② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

 

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

 

 

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前事業年度(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度(平成20年４月１日から平成21年３月31

日まで)及び当事業年度(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)の財務諸表について、あずさ監査法人によ

り監査を受けております。

３　連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

４　財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人との連

携や各種セミナー等への積極的な参加を行っております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

該当事項はありません。

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 103,547 154,649

営業未収入金 459,892 485,265

関係会社預け金 2,000,000 2,300,000

前払費用 9,757 13,877

繰延税金資産 52,315 58,125

その他 3,064 2,731

貸倒引当金 △124,022 △145,637

流動資産合計 2,504,554 2,869,012

固定資産

有形固定資産

建物附属設備 91,260 92,130

減価償却累計額 △53,685 △58,630

建物附属設備（純額） 37,575 33,500

車両運搬具 10,537 10,537

減価償却累計額 △6,581 △8,013

車両運搬具（純額） 3,956 2,524

工具、器具及び備品 141,851 145,837

減価償却累計額 △120,153 △131,123

工具、器具及び備品（純額） 21,697 14,714

リース資産 － 25,549

減価償却累計額 － △4,561

リース資産（純額） － 20,988

有形固定資産合計 63,229 71,727

無形固定資産

ソフトウエア 39,503 27,596

リース資産 － 38,432

電話加入権 1,966 1,966

無形固定資産合計 41,470 67,995
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 301,617 313,047

長期貸付金 6,620 6,328

固定化営業債権 ※1
 51,913

※1
 60,199

差入保証金 77,841 67,153

繰延税金資産 201,835 196,756

その他 1,983 1,983

貸倒引当金 △55,315 △62,227

投資その他の資産合計 586,496 583,242

固定資産合計 691,196 722,964

資産合計 3,195,751 3,591,977

負債の部

流動負債

営業未払金 100,501 113,121

リース債務 － 14,625

未払金 59,629 54,899

未払費用 30,811 17,100

未払法人税等 136,868 224,040

未払消費税等 2,476 16,727

前受金 18,626 14,647

預り金 15,168 15,627

賞与引当金 44,000 50,000

流動負債合計 408,081 520,789

固定負債

リース債務 － 45,592

長期未払金 － 81,260

退職給付引当金 61,997 70,442

役員退職慰労引当金 82,931 －

リフォーム保障引当金 97,557 101,819

固定負債合計 242,485 299,114

負債合計 650,566 819,904
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 517,750 517,750

資本剰余金

資本準備金 168,570 168,570

資本剰余金合計 168,570 168,570

利益剰余金

利益準備金 30,724 30,724

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 2,435,044 2,649,878

利益剰余金合計 2,465,769 2,680,603

自己株式 △518,765 △518,765

株主資本合計 2,633,324 2,848,158

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △88,139 △76,085

評価・換算差額等合計 △88,139 △76,085

純資産合計 2,545,185 2,772,073

負債純資産合計 3,195,751 3,591,977
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

営業収益

サービスフィー収入 2,390,050 2,385,704

加盟金収入 136,725 155,845

その他 84,430 58,091

営業収益合計 2,611,206 2,599,642

営業原価 571,952 546,660

営業総利益 2,039,253 2,052,981

販売費及び一般管理費 ※2
 1,235,813

※2
 1,186,982

営業利益 803,440 865,999

営業外収益

受取利息 ※1
 12,775

※1
 11,310

受取配当金 26,641 23,045

研修教材販売収入 17,901 16,304

受取事務手数料 10,418 10,372

為替差益 658 530

その他 2,277 2,263

営業外収益合計 70,673 63,826

営業外費用

支払利息 544 1,870

自己株式取得費用 1,556 －

その他 0 0

営業外費用合計 2,100 1,870

経常利益 872,013 927,954

特別利益

投資有価証券売却益 － 2,096

特別利益合計 － 2,096

税引前当期純利益 872,013 930,051

法人税、住民税及び事業税 364,000 407,000

法人税等調整額 3,920 △9,108

法人税等合計 367,920 397,892

当期純利益 504,093 532,159
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【営業原価明細書】

 

  
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

サービスフィー原価  240,98342.1 253,16646.3

広告拠出金  239,00541.8 238,57043.6

人件費  34,798 6.1 18,777 3.4

その他  57,165 10.0 36,146 6.7

営業原価  571,952100.0 546,660100.0
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 517,750 517,750

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 517,750 517,750

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 168,570 168,570

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 168,570 168,570

資本剰余金合計

前期末残高 168,570 168,570

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 168,570 168,570

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 30,724 30,724

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 30,724 30,724

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 2,259,489 2,435,044

当期変動額

剰余金の配当 △328,537 △317,325

当期純利益 504,093 532,159

当期変動額合計 175,555 214,834

当期末残高 2,435,044 2,649,878

利益剰余金合計

前期末残高 2,290,213 2,465,769

当期変動額

剰余金の配当 △328,537 △317,325

当期純利益 504,093 532,159

当期変動額合計 175,555 214,834

当期末残高 2,465,769 2,680,603

自己株式

前期末残高 － △518,765

当期変動額

自己株式の取得 △518,765 －

当期変動額合計 △518,765 －

当期末残高 △518,765 △518,765
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

株主資本合計

前期末残高 2,976,533 2,633,324

当期変動額

剰余金の配当 △328,537 △317,325

当期純利益 504,093 532,159

自己株式の取得 △518,765 －

当期変動額合計 △343,209 214,834

当期末残高 2,633,324 2,848,158

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △77,519 △88,139

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△10,620 12,053

当期変動額合計 △10,620 12,053

当期末残高 △88,139 △76,085

評価・換算差額等合計

前期末残高 △77,519 △88,139

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△10,620 12,053

当期変動額合計 △10,620 12,053

当期末残高 △88,139 △76,085

純資産合計

前期末残高 2,899,014 2,545,185

当期変動額

剰余金の配当 △328,537 △317,325

当期純利益 504,093 532,159

自己株式の取得 △518,765 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,620 12,053

当期変動額合計 △353,829 226,887

当期末残高 2,545,185 2,772,073
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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 872,013 930,051

減価償却費 36,586 42,188

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,000 6,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,530 8,445

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,760 △82,931

リフォーム保障引当金の増減額（△は減少） △3,977 4,262

貸倒引当金の増減額（△は減少） 36,976 28,527

受取利息及び受取配当金 △39,417 △34,355

支払利息 544 1,870

有形固定資産除却損 75 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △2,096

営業債権の増減額（△は増加） 21,059 △32,250

前払費用の増減額（△は増加） △356 △4,119

その他の流動資産の増減額（△は増加） 11 △49

営業債務の増減額（△は減少） △17,853 12,620

長期未払金の増減額（△は減少） － 81,260

未払金の増減額（△は減少） △21,992 △4,730

未払費用の増減額（△は減少） △3,488 △13,711

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,627 14,251

その他の流動負債の増減額（△は減少） 5,660 △3,520

小計 891,504 951,713

利息及び配当金の受取額 53,244 33,328

利息の支払額 △544 △1,870

法人税等の支払額 △482,311 △319,827

営業活動によるキャッシュ・フロー 461,893 663,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △9,966 △4,856

無形固定資産の取得による支出 △16,290 △2,460

投資有価証券の売却による収入 － 11,096

貸付金の回収による収入 291 292

差入保証金の回収による収入 － 10,688

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,964 14,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △328,537 △317,325

リース債務の返済による支出 － △9,677

自己株式の取得による支出 △518,765 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △847,302 △327,002
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △411,373 351,102

現金及び現金同等物の期首残高 2,514,920 2,103,547

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 2,103,547

※1
 2,454,649
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【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

　その他有価証券

　　時価のあるもの

　　　決算期末日の市場価格に基づく時

価法

　　　（評価差額は、全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は、移動平

均法により算定）

　　時価のないもの

　　　移動平均法による原価法

　その他有価証券

　　時価のあるもの

　　　同左

 

 

　　

 

時価のないもの

　　　同左

２　固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

①平成19年３月31日以前に取得し

たもの

旧定率法によっております。

　　②平成19年４月１日以降に取得し

たもの

定率法によっております。

 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

　　　建物附属設備　　８～18年

工具器具備品　　２～20年

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

　　同左

 (2) 無形固定資産(リース資産を除く)

　　ソフトウェア(自社利用)について

は、社内における見込利用可能期間

(５年)による定額法によっておりま

す。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

　　同左

 

 

 

 ――――――――――――――――― (3)リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっておりま

す。

なお、所有権移転外ファイナンス

・リース取引のうち、リース取引開

始日が平成20年３月31日以前のもの

については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によってお

ります。
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項目

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

３　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　　債権の貸倒による損失に備えるため

一般債権については貸倒実績率によ

る計算額を、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上して

おります。

(1) 貸倒引当金

　　同左

 (2) 賞与引当金

　　従業員に対する賞与の支払に備える

ため、支給見込額のうち当期負担額

を計上しております。

(2) 賞与引当金

　　同左

 (3) 退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備えるため、当

期末における自己都合要支給額の

100％を計上しております。

(3) 退職給付引当金

　　同左

 (4) 役員退職慰労引当金

　　役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく期

末要支給額の100％相当額を引当計

上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

――――――――――――――――

（追加情報）

　当社は役員の退職慰労金の支払いに備

えるため、役員退職慰労引当金を計上し

ておりましたが、平成21年６月18日開催

の定時株主総会の日をもって役員退職

慰労金制度を廃止することが決議され

ました。

　同制度の廃止に伴い、平成21年６月30

日以前の在職分についての役員退職慰

労金について、打ち切り支給することに

なりました。

　　なお、支給時期は各役員それぞれの

退任時とし、役員退職慰労引当金は退

任時まで固定負債「長期未払金」とし

て計上しております。

 (5) リフォーム保障引当金

　　賃貸人の退去リフォーム保障の費用

に備えるため、退去リフォーム保障

規程に基づく期末要支給額の100％

相当額を引当計上しております。

(5) リフォーム保障引当金

　　同左

４　キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、手許現

金、随時引出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなります。

　　同左

５　その他財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項

 消費税等の処理方法
　消費税等は、税抜方式により処理して
おります。

 消費税等の処理方法
　　同左
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【重要な会計方針の変更】

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

(リース取引に関する会計基準等)

 　所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当事業年度より、「リース取引

に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月

17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改

正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公

認会計士協会　会計制度委員会)、平成19年3月30日改

正))を適用しております。

　なお、平成20年3月31日以前に契約を行った所有権

移転外ファイナンス・リース契約につきましては、引

き続き通常の賃貸借処理に準じた方法によっておりま

す。

　リース取引開始日が平成20年４月１日以降の所有権

移転外ファイナンス・リース取引がないため、財務諸

表に与える影響はありません。

――――――――――――――――――――――――
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【注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

※１　財務諸表等規則第32条第１項第10号の債権であり

ます。

※１　財務諸表等規則第32条第１項第10号の債権であり

ます。

 

(損益計算書関係)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。

　　　受取利息　　　　  12,766千円

 

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

(千円)

給与及び賞与 263,512

役員報酬 89,505

賞与引当金繰入額 28,896

退職給付費用 8,913

役員退職慰労引当金繰入額 16,860

賃借料 137,621

減価償却費 36,586

業務委託費 110,677

人材派遣費 69,644

会議費 85,936

貸倒引当金繰入額 108,922

※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。

　　　受取利息　　　　  11,300千円

 

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

(千円)

給与及び賞与 270,080

役員報酬 91,230

賞与引当金繰入額 39,767

退職給付費用 8,445

役員退職慰労引当金繰入額 3,800

賃借料 130,057

減価償却費 42,188

業務委託費 135,121

人材派遣費 61,421

会議費 73,898

貸倒引当金繰入額 62,118

 

販売費に属する費用のおおよその割合 75％

一般管理費に属する費用のおおよその割合 25％
　

 

販売費に属する費用のおおよその割合 76％

一般管理費に属する費用のおおよその割合 24％
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 22,650 　- - 22,650

 
 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) - 1,495 - 1,495

(注)平成20年５月23日付で、市場から1,495株を518,765千円で自己株式を取得しました。
 

３　新株予約権等に関する事項

　　　 該当事項はありません。
 

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月19日
定時株主総会

普通株式 169,875 7,500平成20年３月31日平成20年６月20日

平成20年10月24日
取締役会

普通株式 158,662 7,500平成20年９月30日平成20年12月１日

 

　(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月18日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 158,662 7,500平成21年３月31日平成21年６月19日
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当事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 22,650 　- - 22,650

 
 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 1,495 - - 1,495

 

３　新株予約権等に関する事項

　　　 該当事項はありません。
 

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月18日
定時株主総会

普通株式 158,662 7,500平成21年３月31日平成21年６月19日

平成21年10月23日
取締役会

普通株式 158,662 7,500平成21年９月30日平成21年12月１日

 

　(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月17日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 158,662 7,500平成22年３月31日平成22年６月18日

 

 

次へ
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

 

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日現在)

現金及び預金 103,547千円

関係会社預け金 2,000,000千円

現金及び現金同等物 2,103,547千円

　

　　――――――――――――――――――――――

 

 

 
 

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(平成22年３月31日現在)

現金及び預金 154,649千円

関係会社預け金 2,300,000千円

現金及び現金同等物 2,454,649千円

　

　２　重要な非資金取引の内容

　　　当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース

取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ69,894千

円であります。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(リース取引関係)

 

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

EDINET提出書類

株式会社センチュリー２１・ジャパン(E05238)

有価証券報告書

47/70



１　リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引

１　リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却累
計額相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

工具、器具　及
び備品

3,425 1,997 1,427

ソフトウエア 20,95012,220 8,729

合計 24,37514,21810,156

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却累
計額相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

工具、器具　及
び備品

3,425 2,682 742

ソフトウエア 20,95016,410 4,539

合計 24,37519,093 5,281

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 5,028千円

１年超 5,650

合計 10,678

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 5,208千円

１年超 442

合計 5,650

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 5,323千円

減価償却費相当額 4,875千円

支払利息相当額 469千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 5,323千円

減価償却費相当額 4,875千円

支払利息相当額 295千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定

額法によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

　　同左

(5) 利息相当額の算定方法

　　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。

 

(5) 利息相当額の算定方法

　　同左

　―――――――――――――――――――――――

 

 

 

２　ファイナンス・リース取引

（借主側）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

（1）リース資産の内容

・　有形固定資産

　主として基幹システム用サーバー（工具、器具

及び備品）であります。

・　無形固定資産

　主として基幹システム用ソフトウエアであり

ます。

（2）リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。
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(金融商品関係)

当事業年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

 

　　（追加情報）

　　　当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日改正）及び「金融商品の時価等の

開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適用しております。

１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、必要な資金はすべて自己資金により賄っております。余資は、伊藤忠商事株式会社のグループ金融に預けて

運用しております。デリバティブ取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である営業未収入金及び固定化営業債権は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に

市場価格の変動リスクに晒されております。関係会社預け金は、資金運用方針に従い、伊藤忠商事株式会社に対して、

預け入れを行っているものであります。差入保証金は、主に本社・事業所建物の賃貸借契約に伴うものであります。

営業債務である営業未払金、未払金、未払法人税等及び未払消費税等は、ほとんど１年以内の支払期日であります。

ファイナンス・リース取引に係る債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算

後、最長で５年以内であります。長期未払金は、役員退職慰労金の打ち切り支給に係る債務であり、各役員の退職時に

支給する予定であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権である営業未収入金及び固定化営業債権について、フィールドサービス部が取引先の状況をモ

ニタリングし、残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

差入保証金については、信用度の高い企業と賃貸借契約を結ぶこととしております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況を把握しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部からの報告に基づき総務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することにより流動性リスクを管

理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　　　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格のない場合には合理的に算定された価額が含まれており

ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が

異なることもあります。

 

 

 

２．金融商品の時価等に関する事項

平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。

（（注２）参照）

（単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額
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(1) 現金及び預金

(2) 営業未収入金

貸倒引当金（＊１）

154,649

485,265

△145,637

154,649

 

 

-

 

 

 

(3) 関係会社預け金

(4) 投資有価証券

(5) 固定化営業債権

貸倒引当金（＊１）

339,627

2,300,000

312,930

60,199

△60,199

339,627

2,300,000

312,930

 

-

-

-

 

 

(6) 差入保証金

  -

67,153

-

66,905

-

247

資産計 3,174,360 3,174,113 247

(1) 営業未払金

(2) 未払金

(3) 未払法人税等

(4) 未払消費税等

(5) リース債務

(6) 長期未払金

113,121

54,899

224,040

16,727

60,217

81,260

113,121

54,899

224,040

16,727

60,217

81,128

-

-

-

-

-

132

負債計 550,267 550,135 132

　　　＊１　営業未収入金及び固定化営業債権については、貸倒引当金を控除しております。

 

（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

　資　産

（1）現金及び預金、（2）営業未収入金並びに（3）関係会社預け金

これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（4）投資有価証券

これらの株式の時価については、取引所の価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

 

 

 

 

（5）固定化営業債権

固定化営業債権の時価は、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、決算日にお

ける貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

（6）差入保証金

　　　時価については、将来キャッシュ・フローを期末から返還までの見積り期間に基づき、国債の利回り等適切な指標にスプ

レッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。

　負　債

（1）営業未払金、（2）未払金、（3）未払法人税等並びに(4)未払消費税等

これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（5）リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によ
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り算定しております。

（6）長期未払金

長期未払金の時価の算定は、合理的に見積りした支払予定時期に基づき、国債の利回り等で割り引いた現在価値に

よっております。

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

               　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区分 貸借対照表計上額

非上場株式 117

　　　上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（4）投資有価証券」には含め

ておりません。

 

（注３）金銭債権及び満期がある投資有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現金及び預金

営業未収入金

関係会社預け金

差入保証金

154,649

485,265

2,300,000

-

-

-

-

67,153

-

-

-

-

-

-

-

-

合計 2,939,915 67,153 - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注４）リース債務の決算日後の返済予定額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 
１年以内

１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

リース債務 14,625 15,241 13,179 12,793 4,377 -

合計 14,625 15,241 13,179 12,793 4,377 -

 

(有価証券関係)

前事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

    １．その他有価証券で時価のあるもの

区分
決算日における
貸借対照表計上額
（千円）

 
取得原価
（千円）

 
差額
（千円）
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貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの

株式

 

 

292,500

 

 

441,888

 

 

△149,388

    

２．当事業年度中に売却したその他有価証券

　　　　該当事項はありません。

 

３．時価評価されていない有価証券

区分 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式

 

9,117

 

当事業年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

    １．その他有価証券

区分
決算日における
貸借対照表計上額
（千円）

 
取得原価
（千円）

 
差額
（千円）

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの

株式

 

 

312,930

 

 

441,888

 

 

△128,958

    

２．当事業年度中に売却したその他有価証券

区分 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

株式 11,096 2,096 -
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(デリバティブ取引関係)

前事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

 

当事業年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

 

(退職給付関係)

 

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

　　当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設

けております。

１　採用している退職給付制度の概要

　　同左

２　退職給付債務及びその内訳

　　退職給付引当金 61,997千円

　(注)　当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を

採用しております。

２　退職給付債務及びその内訳

　　退職給付引当金 70,442千円

　(注)　当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を

採用しております。

３　退職給付費用の内訳

　　勤務費用 8,913千円
　

３　退職給付費用の内訳

　　勤務費用 8,445千円
　

 

(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

該当事項はありません。

 

当事業年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

該当事項はありません。
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(税効果会計関係)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

　繰延税金資産

貸倒引当金 73,528千円

賞与引当金 18,040

退職給付引当金 25,418

役員退職慰労引当金 34,001

リフォーム保障引当金 39,998

未払事業税 11,674

会員権評価損 15,451

未払金 11,345

未払費用 7,790

電話加入権 3,280

その他有価証券評価差額金 61,249

繰延税金資産の小計 301,778

評価性引当額 △47,628

繰延税金資産の純額 254,150千円

　

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

　繰延税金資産

貸倒引当金 85,224千円

賞与引当金 20,500

退職給付引当金 28,881

長期未払金 33,317

リフォーム保障引当金 41,746

未払事業税 17,569

会員権評価損 15,451

未払金 8,622

未払費用 6,560

電話加入権 3,280

その他有価証券評価差額金 52,872

繰延税金資産の小計 314,022

評価性引当額 △59,141

繰延税金資産の純額 254,881千円

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　　法定実効税率                            41.0%

　　（調整）

　　　交際費等永久に損金に算入されない項目   1.7%

      受取配当金等永久に益金に算入されない

　　　項目　　　　　　　　　　　　　　　 　△0.6%

　　　評価性引当額の増減                   　1.2%

      その他                               △1.1%

　　税効果会計適用後の法人税等の負担率      42.2%

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　　法定実効税率                            41.0%

　　（調整）

　　　交際費等永久に損金に算入されない項目   1.6%

      受取配当金等永久に益金に算入されない

　　　項目　　　　　　　　　　　　　　　 　△0.5%

　　　評価性引当額の増減                   　1.2%

      その他                            　 △0.5%

　　税効果会計適用後の法人税等の負担率      42.8%

 

 

(賃貸等不動産関係)

当事業年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

　該当事項はありません。

 

(持分法損益等)

前事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

関連会社がないため、該当事項はありません。

 

当事業年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

関連会社がないため、該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社センチュリー２１・ジャパン(E05238)

有価証券報告書

54/70



【関連当事者情報】

前事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

（追加情報）

　　　 当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会　企業会計基準第

11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　企業会計基準適用指針第13号）を

適用しております。しかしながら、従来の開示対象範囲に変更はありません。

 

１　関連当事者との取引

　　　 財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

 

種類

 

会社等

の名称又

は氏名

所在地

 

資本金又

は出資金

（千円）

 

事業の

内容

又は職業

 

議決権等の

所有(被所

有)割合

（%）

 

関連当事者

との関係

 

取引の

内容

 

取引金額

(千円)

 

 

科目

 

期末残高

（千円）

親会社

 

伊藤忠

商事株

式会社

東京都

港区

 

202,241,311

 

総合商社

 

(被所有)

直接59.2

資金の貸付

役員の兼任

 

受取利息

 

 

12,766

 

関係会社

預け金
2,000,000

(注)　1　取引金額には消費税等は含まれておりません。

2　取引条件及び取引条件の決定方針等

資金の預入に係る利率については、市場金利を勘案して決定しております。

　　　

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

 伊藤忠商事株式会社（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所及び札幌証券取引所

に上場）

 

（２）重要な関連会社の要約財務情報

 該当事項はありません。
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当事業年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

１　関連当事者との取引

　　　 財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

 

種類

 

会社等

の名称又

は氏名

所在地

 

資本金又

は出資金

（千円）

 

事業の

内容

又は職業

 

議決権等の

所有(被所

有)割合

（%）

 

関連当事者

との関係

 

取引の

内容

 

取引金額

(千円)

 

 

科目

 

期末残高

（千円）

親会社

 

伊藤忠

商事株

式会社

東京都

港区

 

202,241,311

 

総合商社

 

(被所有)

直接49.7

資金の貸付

役員の兼任

 

受取利息

 

 

11,300

 

関係会社

預け金
2,300,000

(注)　1　取引金額には消費税等は含まれておりません。

2　取引条件及び取引条件の決定方針等

資金の預入に係る利率については、市場金利を勘案して決定しております。

3　伊藤忠商事株式会社は、平成22年６月17日開催の株主総会の日をもって親会社に該当しないこととなりました。

 

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

 伊藤忠商事株式会社（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所及び札幌証券取引所

に上場）

 

（２）重要な関連会社の要約財務情報

 該当事項はありません。

 

 

(企業結合等関係)

前事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

該当事項はありません。

 

当事業年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

 

項目
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 120,311円28銭 131,036円31銭

 
１株当たり当期純利益金額

 
23,591円04銭

 
25,155円24銭

(注) １　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、転換社債等潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２　１株当たり純資産額算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前事業年度

(平成21年３月31日)
当事業年度

(平成22年３月31日)

純資産額(千円) 2,545,185 2,772,073

普通株式の発行済株式数(株) 22,650 22,650

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

の数(株)
21,155 21,155

 

３　１株当たり当期純利益金額算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当期純利益(千円) 504,093 532,159

普通株主に帰属しない金額(千円) - -

普通株式に係る当期純利益(千円) 504,093 532,159

期中平均株式数(株) 21,367 21,155
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 (重要な後発事象)

前事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

該当事項はありません。

 

当事業年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

該当事項はありません。
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⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

　　　　銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（千円）

投資有価証券 その他有価証券

アドバンス・レジデンス投資法人 2,700 312,930

BLUEWELL REINSURANCE COMPANY

(BERMUDA)LTD.
1 116

伊藤忠都市開発㈱ 600 0

計 3,301 313,047

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産        

　建物附属設備 91,260 870 - 92,13058,6304,99433,500

　車両運搬具 10,537 - - 10,5378,013 1,432 2,524

　工具、器具及び備品 141,8513,986 - 145,837131,12310,96914,714

リース資産 - 25,549 - 25,5494,561 4,56120,988

有形固定資産計 243,65030,405 - 274,056202,32821,90871,727

無形固定資産        

　ソフトウェア 82,2242,46021,38863,29535,69914,36727,596

リース資産 - 44,345 - 44,3455,912 5,91238,432

　電話加入権 1,966 - - 1,966 - - 1,966

無形固定資産計 84,19046,80521,388109,60741,61220,28067,995

(注)　当期増加の主なものは次の通りであります。

建物附属設備 男子更衣室移設工事 870千円

工具、器具及び備品 ６階研修室音響設備 1,141千円

〃 ６階研修室プロジェクター 858千円

　　　　〃 九州支店複合機 790千円

リース資産（有形）基幹システム用サーバー一式 25,549千円

ソフトウェア 基幹システム改修 2,460千円

リース資産（無形）基幹システム改修 44,345千円

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
前期末残高

（千円）

当期末残高

（千円）

平均利率

（％）
返済期限
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１年以内に返済予定のリース債務 - 14,625 4.13 -

リース債務（１年以内に返済予定

のものを除く。）
- 45,592 4.03 平成23年～26年

合計 - 60,217 - -

（注）１　平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりでありま

す。

 

 １年超２年以内

（千円）

２年超３年以内

（千円）

３年超４年以内

（千円）

４年超５年以内

（千円）

リース債務 15,241 13,179 12,793 4,377

 

【引当金明細表】

 

区分
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 179,337 62,118 33,590 - 207,865

賞与引当金 44,000 39,767 33,767 - 50,000

役員退職慰労引当金 82,931 3,282 4,953 81,260 -

リフォーム保障引当金 97,557 29,561 25,299 - 101,819

（注）役員退職慰労引当金の「当期減少額（その他）」は、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給による「長期未払金」

への振替額であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

ａ　資産の部

イ　現金及び預金

 

区分 金額(千円)

現金 2,593

預金の種類  

当座預金 69,693

普通預金 80,765

別段預金 1,595

計 152,055

合計 154,649

 

ロ　営業未収入金

(イ)相手先別内訳

 

相手先 金額(千円)

オンライン不動産株式会社 62,383

株式会社ハウジングプラザ住宅販売 30,358

ランドナビ株式会社 10,304

株式会社プラスホーム 8,621

株式会社ハウスサービス 8,229

その他 365,367

合計 485,265

 

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

 

期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

459,892 2,716,9152,691,542 485,265 84.7 63.49

(注)　当期発生高には消費税等が含まれております。

 

EDINET提出書類

株式会社センチュリー２１・ジャパン(E05238)

有価証券報告書

61/70



ハ　関係会社預け金

 

区分 金額(千円)

伊藤忠商事株式会社 2,300,000

合計 2,300,000

 

ｂ　負債の部

イ　営業未払金

 

相手先 金額(千円)

センチュリー21国際本部 75,263

センチュリー21・ジャパン広告基金 28,067

加盟手数料 9,445

人材サービス 345

合計 113,121

 

ロ　未払法人税等

 

相手先 金額(千円)

未払法人税・住民税 181,188

未払事業税 42,851

合計 224,040

 

ハ　預り金

 

相手先 金額(千円)

広告基金 10,230

3月分源泉所得税 2,314

3月分住民税 1,668

スーパー賃貸 631

その他 782

合計 15,627

 

 

 

 (3) 【その他】

 

当事業年度における各四半期会計期間に係る営業収益等
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 第１四半期

(自 平成21年４月１日

至 平成21年６月30日)

第２四半期

(自 平成21年７月１日

至 平成21年９月30日)

第３四半期

(自 平成21年10月１日

至 平成21年12月31日)

第４四半期

(自 平成22年１月１日

至 平成22年３月31日)

営業収益        (千円) 632,138 625,939 662,483 679,080

税引前

四半期純利益金額(千円)
233,510 243,515 249,271 203,754

四半期純利益金額(千円) 136,610 127,445 155,821 112,282

１株当たり

四半期純利益金額  (円)
6,457.58 6,024.35 7,365.71 5,307.60
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 ―――

公告掲載方法

当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができないやむを

得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載する。

なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりで

す。

http://www.century21.jp

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）単元未満株式の買取りについては該当事項はありません。
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書

　　事業年度　第26期(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)平成21年６月18日関東財務局長に提出

 

(2) 内部統制報告書

　　事業年度　第26期(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)平成21年６月18日関東財務局長に提出

 

(3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書

第27期第１四半期(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)平成21年８月12日関東財務局長に提出

第27期第２四半期(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)平成21年11月12日関東財務局長に提出

第27期第３四半期(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)平成22年２月12日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

平成21年６月18日

株式会社センチュリー21・ジャパン

取締役会　御中

あずさ監査法人

 

指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士　　小　　尾　　淳　　一　　㊞

 

指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士　　吉　　田　　　　　太　　㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社センチュリー21・ジャパンの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第26期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表につ

いて監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する

意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社センチュリー21・ジャパンの平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社センチュリー21

・ジャパンの平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び

運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書

に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又

は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内

部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示が

ないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る

内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の

表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得た

と判断している。

当監査法人は、株式会社センチュリー21・ジャパンが平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効で

あると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の

評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 
 
※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途

保管しております。

　２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

平成22年６月17日

株式会社センチュリー21・ジャパン

取締役会　御中

あずさ監査法人

 

指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士　　小　　尾　　淳　　一　　㊞

 

指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士　　吉　　田　　　　　太　　㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社センチュリー21・ジャパンの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第27期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表につ

いて監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する

意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社センチュリー21・ジャパンの平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社センチュリー21

・ジャパンの平成22年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び

運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書

に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又

は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内

部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示が

ないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る

内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の

表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得た

と判断している。

当監査法人は、株式会社センチュリー21・ジャパンが平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効で

あると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の

評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 
 
※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途

保管しております。

　２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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